
 

 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護保険課・介護保険担当 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 鶴ヶ島市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康部介護保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

介護保険被保険者証の交付・再交付事務、介護保険被保険者台

帳の作成事務、介護保険 第 1号被保険者保険料賦課・徴収に

関する事務（含給付制限・減免）、介護保険 第 1 号被保険者

保険料還付に関する事務、介護保険要介護・要支援認定事務、

介護保険給付事務 

記録項目 

１被保険者基本情報（被保険者番号、カナ氏名、氏名、生年月

日、住所、性別）、２介護認定情報（認定区分、有効期間、認

定調査票、主治医）、３保険料賦課情報（所得情報、保険料段

階、納付状況、減免情報）、４口座情報、５負担割合、６居宅

介護支援事業者等情報、７介護保険給付情報（サービス種類、

サービス事業者、利用単位数、自己負担額、高額介護サービス

費、高額医療合算介護サービス費）、８利用者減免情報、９非

課税年金情報 

記録範囲 

65歳以上の者、40歳以上 64歳以下の特定疾病により要介護認

定申請をした者、被保険者証を亡失等した者、介護保険法第 9

条の規定による第 1 号被保険者及び第 2 号被保険者（法第 68

条給付制限の場合）資格喪失により保険料が変更になり還付が

発生した者及び重複納付等により還付が発生した者、要介護

（要支援）認定者で居宅サービスを受ける者、要介護（要支援）

認定を受けている者で市への申請により支給されるもの 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、親族、総合行政情報システム（住基情報、所得

情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 介護保険システム管理会社、埼玉県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）鶴ヶ島市健康部介護保険課 

（所在地）〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 



 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 


